
別記様式（第４条関係）

随意契約結果一覧

件名（数量） 契約締結日
（締結日の昇順）

契約業者
予定価格
(税込）

契約金額
（税込）

随意契約とした理由
審査会の
開催の有
無

備考

平成31年度国民健康保険資
格作業業務委託

平成31年4月1日
（株）松阪電子計算セ
ンター

8,762,040 8,761,420 有

平成31年度国民健康保険税
収納作業業務委託

平成31年4月1日
（株）松阪電子計算セ
ンター

6,262,723 6,262,050 有

平成31年度国民健康保険税
賦課作業業務委託

平成31年4月1日
（株）松阪電子計算セ
ンター

15,163,491 15,161,900 有

平成31年度後期高齢者医療
関係通知作成業務委託

平成31年4月1日
（株）松阪電子計算セ
ンター

12,716,734 12,715,940 有

所属（課名）　　　保険年金課

現在稼動している各業務内のデータにつ
いては、全て松阪市のものでありますが、
システムのアプリケーション部分は㈱松阪
電子計算センターに著作権があります。既
に導入した各パッケージソフトを当市が業
務に即したカスタマイズをしたうえで、現在
運営しておりますが、各業務とも制度改正
が頻繁であるとともに、直接市民との関係
が密接な部署であるため、過去の経過等
が非常に重要な業務であります。そのた
め、既存ソフトへの反映及び改修後の影
響・負担を最小限に留めることを最優先に
考える必要があることから、そのことが可
能な当該業者に委託したいことと、この業
務を毎年入札により業者決定した場合、
メーカーによってはデータの互換性がなく
全てを手入力することが考えられ、その場
合、全てを再構築する必要が生じます。
当該業者に関しては、既に国民健康保
険、後期高齢者医療業務、固定資産税、
市民税、収納及び介護保険の業務を始
め、当市において数多くの実績があり各種
のノウハウや守秘義務においても充分信
頼できるものと考えています。
※地方自治法施行令第167条の2第1項第
2号及び第6号による。



件名（数量） 契約締結日
（締結日の昇順）
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(税込）

契約金額
（税込）

随意契約とした理由
審査会の
開催の有
無

備考

所属（課名）　　　保険年金課

住民情報システム改修（国民
健康保険税旧被扶養者減免
の減免期間の見直し対応）業
務委託

令和1年5月9日
（株）松阪電子計算セ
ンター

1,012,500 1,012,500

地方自治法施行令第167条の２第1項第2
号
本業務は住民情報システムのうち国保賦
課業務に関する改修を行うもので、当該シ
ステム（賦課作業）に関する契約の相手方
である契約業者に業務委託することが効
率的かつ安全な業務遂行が見込まれる。

無

国民健康保険在留資格等の
連携項目追加に係る改修業
務委託

令和2年2月3日
（株）松阪電子計算セ
ンター

702,240 702,240

地方自治法施行令第167条の２第1項第2
号
本業務は住民情報システムのうち国民健
康保険業務に関するシステムの改修を行
うもので、当該システム（資格作業）に関す
る契約の相手方である契約業者に業務委
託することが効率的かつ安全な業務遂行
が見込まれる。

無


